
職場における男女共同参画に向けた取組を進め、
男性も女性もいきいきと働くことのできる元気な
企業・団体をめざしてがんばっているみなさんを
「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録し、
その取組を応援します！

登録・認証・表彰の詳細は、次ページ以降をご覧ください！

「男女いきいき・元気宣言」の次のステップとして、
女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」
の策定、女性活躍に関する情報の公表を行っている
企業・団体を「男女いきいきプラス」事業者として
認証します。さらなる取組促進に向け、認証事業者を
めざしてみませんか？
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※ヒアリングの実施まで１ヶ月程度かかる場合があります。また、審査にかかる時間はヒアリング実施後２～３週間程度です。

オンライン等によるヒアリング



※ヒアリングの実施まで１ヶ月程度かかる場合があります。また、審査にかかる時間はヒアリング実施後２～３週間程度です。

 

採用した労働者に占める女性労働者の割合
採用における男女別の競争倍率
労働者に占める女性労働者の割合
係長級にある者に占める女性労働者の割合
管理職に占める女性労働者の割合
役員に占める女性の割合
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
男女別の再雇用又は中途採用の実績

男女の平均継続勤務年数の差異
男女別の採用 10年前後の継続雇用割合
男女別の育児休業取得率
一月当たりの労働者の平均残業時間
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
年次有給休暇の取得率

男女の賃金の差異

雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

※審査にかかる時間は２～３週間程度です。
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なお、常時雇用する労働者が101人以上の事業者は、「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男女の賃金の差異」の公表が必要

女性活躍推進法に基づき、常時101人以上の労働者を
雇用する事業主は、一般事業主行動計画の策定及び
女性活躍情報の公表等が義務付けられています。
（労働者が100人以下の事業主については努力義務）

（「男女いきいき・元気宣言」）に登録していない場合、登録と認証を一緒に応募ください！）
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表彰されると・・・ 表彰事業者の取組を紹介するセミナーの開催やリーフレットへの掲載等を予定しています！

認 証
表 彰

登 録

https://www.dawncenter.jp/

「男女いきいき」
各種制度に関する

問合せ先

大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課
男女共同参画グループ
〒540‐0008　大阪市中央区大手前1-3-49 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）３階

電話：06-6210-9321 ＦＡＸ：06-6210-9322　メール：danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府　男女いきいき 検索

受賞のメリット

▶学生に向けて・・・女性活躍を推進していることがアピールできる！
▶職場で・・・従業員が自社の評価を知る機会になりモチベーションアップにつながる！
▶他事業者に向けて・・・女性活躍に強いイメージをもたれ企業価値や信頼度が高まる！

応募について

応募期間や応募要件、表彰の種類などの詳細は、
ホームページをご覧ください。

令和8年4月 発行


